
令和 ４ 年 １０ 月 ２５ 日

令 和 ４ 年 第 ２ 回



令和４年第２回大崎町議会臨時会 

 

会  期 

 

令和４年１０月２５日（火） １日間 

 

 

月 日 曜日 本会議 委員会 摘   要 

 
１０月２５日 

 
火 

 

 
第１日 

 
会 期 の 決 定 

議案等上程審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（1） 

令和４年第２回大崎町議会臨時会会議録目次 

 

第１号（１０月２５日）（火） 

１．開  会 ······························································   5 

２．開  議 ······························································   5 

３．日程第１ 会議録署名議員の指名 ········································   5 

４．日程第２ 会期の決定 ··················································   5 

５．日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和４年度大崎町一般会計補正予算（第４号）） ··   5 

  東町長提案理由報告 ····················································   5 

  上橋総務課長 ··························································   5 

吉原信雄君 ····························································   7 

  東町長 ································································   7 

中山美幸君 ····························································   7 

  東町長 ································································   8 

  上野農林振興課長 ······················································   8 

  上橋総務課長 ··························································   8 

  上野農林振興課長 ······················································   9 

中山美幸君 ····························································   9 

６．休  憩 ······························································   9 

東町長 ································································   9 

中山美幸君 ····························································  10 

７．日程第４ 議案第３５号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第５号） ····  11 

  東町長提案理由説明 ····················································  11 

  上橋総務課長 ··························································  11 

中山美幸君 ····························································  12 

  東町長 ································································  12 

  谷迫保健福祉課長 ······················································  12 

中山美幸君 ····························································  12 

  谷迫保健福祉課長 ······················································  12 

中山美幸君 ····························································  12 

  上橋総務課長 ··························································  12 

稲留光晴君 ····························································  13 

  東町長 ································································  13 



 

（2） 

  谷迫保健福祉課長 ······················································  13 

稲留光晴君 ····························································  13 

  谷迫保健福祉課長 ······················································  13 

中倉広文君 ····························································  13 

  谷迫保健福祉課長 ······················································  13 

中倉広文君 ····························································  14 

  東町長 ································································  14 

８．閉  会 ······························································  15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 

 

１０月２５日（火） 

 



－ 3 － 

令和４年第２回大崎町議会臨時会会議録（第１号） 

 

令和４年１０月２５日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名（１０番，１１番） 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和４年度大崎町一般会計補正予算(第４号)） 

日程第４ 議案第３５号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第５号） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 
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５番 宮 本 昭 一 １１番 児 玉 孝 德 

６番 中 倉 広 文 １２番 神 﨑 文 男 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 建 設 課 長 時 見 和 久 

副 町 長 千 歳 史 郎 教委管理課長 岡 留 和 幸 
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５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 宮 本 修 一 

次長兼調査係長 福 永 浩 二 
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議 事 係 長 上 床 就 路 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、令和４年第２回大崎町議会臨時会を開会し、直ちに

会を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１０番、小野光夫君、１

１番、児玉孝德君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

今期臨時会の会期は、お手元に配付してある日程案のとおり、本日１日間といた

したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度大崎町一

般会計補正予算（第４号）） 

○議長（神﨑文男君） 日程第３、承認第６号「専決処分の承認を求めることについて

（令和４年度大崎町一般会計補正予算（第４号））」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。地方自治法第１７９条第１項の規定により、

１０月１日付で専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告するもの

でございますが、歳入歳出予算の総額に１億４,２４５万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１０７億２,３８９万円にするものでございます。 

補正の内容は、台風１４号の被害に伴う災害復旧経費でございます。 

よろしく御審議賜り、御承認くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、歳出から御説明いたしますので、補正予算書の

９ページをお願いいたします。 

款１０災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費は、合計で６,８２１万３,００
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０円の増でございます。農道などの農業用施設への被害に対する災害復旧関連経費

でございますが、主なものを申し上げます。節１０需用費４６万２,０００円は、

家畜集合指導センターの屋根の修繕料でございます。節１３使用料及び賃借料１,

４３５万円は、農道や林道、水路等における倒木処理に要する機械借上料でござい

ます。節１４工事請負費５,２６０万円は、上別府地区の農道、篠段及び押切地区

の水路に係る災害復旧工事費でございます。節１８負担金，補助及び交付金５９万

４,０００円は、そお鹿児島農業協同組合から借用している農業機械倉庫が被災し

たため、双方協議の上、修繕費の２分の１を負担金として支出するものでございま

す。 

次に、項２公共土木施設災害復旧費は合計で４,１４５万円の増でございますが、

こちらは町道の災害復旧に伴う関連経費になります。節１２委託料は、町道の災害

復旧工事に伴う測量設計委託料７００万円が主なものでございます。節１３使用料

及び賃借料１,７９０万円は、町道における倒木処理に要する機械借上料でござい

ます。節１４工事請負費１,５００万円は、町道持留盲歩危線及び加治木堀立小野

線に係る災害復旧工事費でございます。節１５原材料費８０万円は、災害応急用の

材料費でございます。 

１０ページをお願いいたします。項３文教施設災害復旧費の補正額は１２１万９,

０００円でございますが、小学校や弓道場などの文教施設に係る修繕料及び小中学

校における倒木処理に要する機械借上料でございます。 

次に、項４その他公共施設・公用施設災害復旧費でございますが、節１０需用費

は、ロードミラーや衛生倉庫、旧三文字駅前駐輪場など、公用・公共施設に係る修

繕料５４３万３,０００円でございます。節１３使用料及び賃借料９７万円は、庁

舎敷地など町有地における倒木処理に要する機械借上料でございます。節１４工事

請負費は、２,５２１万８,０００円でございます。医療法人玲心会に貸与しており

ます旧立小野小学校の校舎と特別教室棟の屋根が被災したため、防水に係る応急措

置と合わせ、本格的な災害復旧工事を実施するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますので、７ページをお願いいたします。 

款１１地方交付税、目１地方交付税２,５００万円は、財源調整に伴う普通交付

税の増でございます。款１５国庫支出金、目３災害復旧費国庫負担金１,０００万

５,０００円は、公共土木施設に係る災害復旧費負担金でございます。款１６県支

出金、目７災害復旧費補助金３,４１９万円は、農地・農業施設に係る災害復旧費

補助金でございます。款２０繰越金、目１繰越金４,６９１万１,０００円は、確定

に伴う前年度繰越金の増でございます。款２１諸収入、目１雑入１,１３５万３,０

００円は、公有建物に係る災害共済金でございます。款２２町債、目６災害復旧債
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は合計で１,５００万円の増でございますが、こちらは説明欄にございます公共土

木施設及び公共施設に係る災害復旧事業債を、見込みにより補正するものでござい

ます。 

以上で説明を終わりますが、４ページに地方債補正を添付してございますので御

参照いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

○７番（吉原信雄君） 災害復旧費の１０ページですね、２,５２１万８,０００円の件

ですが、玲心会さんが何年か使用されているんですよね。今のところ、もう立小野

関係地区の方は、あそこの利用度はなされていない状況でありますので、２階の体

育館と運動場は。そこを含めて、もう１件、下のほうにプールと１軒、家があるん

ですよね。あの件を含めてですよ、ここは売却なり何かするべきじゃないかと思い

ますけど、その点について、町長、どう思われますか。 

○町長（東 靖弘君） まず、御質問の件につきましては、玲心会の理事長さんとの協

議といいましょうか、向こうの考えとか伺ってみたいと思っております。当時、立

小野小学校を無償で貸し付けておりますので、こういった災害の際の負担が出てく

るわけでありますけれども、昭和５９年に建築されて、その後、平成１６年に災害

があって、その後も災害があってということで、非常に建物とか周辺の災害も多く

なってきているというのが現状であります。昭和５９年の建築と、それと平成１６

年の災害があって、当時、この事業を行うときには、まだまだ国庫補助が残ってお

りましたので国庫納付金が発生するということがありましたので、無償での貸与と

いう形を取っているわけでありますが、先ほども申し上げましたように、建物も地

域も災害が非常に発生してきている状況があります。サンセリテとしても懸念され

ているものがあると思いますので、十分協議してまいりたいと思います。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

○８番（中山美幸君） 何点かお伺いいたします。まず、本専決の予算につきましては、

全てが災害復旧に関する予算ということでございますのでお伺いいたします。 

まず、歳出の部分の款１０目１節１８、農業機械倉庫修繕負担金５９万４,００

０円、これについて２分の１ということなんですが、災害に関する保険に関する加

入保険会社、それはまず、どこかということをお示しをいただきたいということが

まず１点です。 

それから、この件について、ＪＡとの負担率が２分の１ずつということでござい

ますが、２分の１にした理由、根拠、それも併せてお示しをいただきたいと思いま

す。 

それから、同僚議員が先ほど質問いたしました工事請負費、災害復旧費、款１０
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の１の１４工事請負費ですね２,５２１万８,０００円、この件につきましても、同

僚議員が申しましたようにですね、当初は国・県の補助事業、そういったものが残

っておりましたので無償貸与ということでしたけれども、もう、町長、それよりで

すね、先ほど同僚議員も言いましたように、無償で譲渡するというような方策を早

急に考えられないと、施設もかなり古くなっています。今後、同じような災害が発

生する可能性もございます。あすぱると一緒ですよ。そういうことになったときに、

本町の負担金というのはかなり出てくる可能性があります。そこは十分に考えてや

っていただきたいというふうに私も思います。 

それと、今回のこの補正予算につきましては、災害復旧に関することでございま

すが、冒頭、町長は６箇所の避難所で１３７世帯だったでしょうか、避難されてき

たというようなことがございますが、そういった避難所に関する災害、そういった

ものはなかったのかどうか。避難所に不便はなかったのかどうか。もちろん、住民

の方々は避難所というのは安全して生活できる場所ということで避難されると思い

ます。例えば停電も三日、四日続きました。そういった場合の不具合はなかったの

か。それから、水は完全に出たのか。生活の一番必要な部分ですね。そういった部

分についての災害復旧、そういったものはどのようなふうに考えているか。 

以上、お示しをいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） ただいま、５点ほどの御質問がありましたので、それぞれの担

当課長答弁とさせていただきますが、エコル立小野に関しては、もう無償譲渡を考

えたほうがいいという、いつまでも行政の負担が発生するということの御質問であ

りますので、吉原議員さんの御質問と重なる部分がございますが、この点につきま

しては玲心会のほうと協議してまいりたいと思います。 

○農林振興課長（上野明仁君） まず、農業機械倉庫の保険会社なんですけど、今、農

協さんで所有されているということで、ちょっと保険会社までは確認していないと

ころでございます。申し訳ございません。 

後ほど、また確認しまして報告させていただきたいと思います。 

○総務課長（上橋孝幸君） 台風災害における避難所について御質問をいただきました。 

まず、避難所に災害がなかったのかという御質問だったかと思います。建物自体

に大きな災害があったという報告は聞いておりません。ただ、長期にわたり停電が

発生したということであります。それから、一部、総合体育館については水も出な

い時間帯があったということになります。したがいまして、避難所としての機能を

十分果たしているかというと、そういうことではないのかなと思いますので、今後、

十分検討させていただきたいと思います。 

以上です。 
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○農林振興課長（上野明仁君） 済みません。質問の回答が、もう１つ漏れておりまし

た。 

２分の１にした根拠なんですけども、先ほど申しましたとおり、建物が農協さん

の建物でございまして、半分にした理由は協定書がありまして、その中で協議しま

して半分ずつとしたところでございます。 

○８番（中山美幸君） なぜ、保険会社を聞いたかということを申し上げますと、ＪＡ

さんが多分保険を掛けていらっしゃったとした場合に、その保険金が、我々とは関

係がないといいましょうか、そういったことが浮き出てくる可能性があるんですよ。

ＪＡさんが加入された保険なので、ＪＡさんの２分の１の負担分に充てるというこ

とも考えられるわけじゃないですか。保険が出た全額を出しておいて、その残った

半分をうちが負担するよと、大崎町が負担するよというんだったら、まだわかるん

ですよ。そこまで協議はされていないんでしょう。ましてや、先ほど全協で若干説

明がありましたけども、全壊でないと保険が出ないということですよね。全壊とい

うこと、あの建物の構造について、専門家である建設課もいらっしゃいますけども、

どういった構造なのか。そして、あれが全壊する可能性があるのかどうか。多分、

柱一本残ったら、これは全壊じゃないんじゃないですか。あれは鉄骨スレート造り

じゃないんですか。そうした場合に全壊ということは考えられますか。担当課長で

もいいし、建設課長でもいいですけども、その見解についてお示しください。 

○議長（神﨑文男君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１７分 

再開 午前１０時１８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 再開します。 

○町長（東 靖弘君） 大変失礼いたしました。 

ただいま、担当のほうにも確認してみたところだったんですが、そこの倉庫につ

きましてはかなり以前から町が借入れをして使っているところでありますが、そこ

が災害を受けたということで、保険会社の基準では全壊の場合にと規定されている

というところで、その何割を持って全壊と見なすとかいうところまでは具体的に調

べていない。多分書いていないかもしれないんですが、そこまで調べていないとい

うところでありますので、詳細に調べた上で提案すべきだったかもしれませんが、

この点について御質問につきましては、どこを見て全壊と見なすかというところに

つきましては答弁できない状況でありますので、そこについては調査をして御報告

させていただきたいと思います。 
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○８番（中山美幸君） 先ほど私は説明を聞いていて、あらっと思ったんですね。全壊

というのは、保険会社の各会社によって見解は違うと思います。法律による全壊、

もしくは保険会社による全壊、そういったところによってはかなりの格差が私もあ

ろうというふうに思っていますので、そこはやはり契約の段階でどういったものな

のか、そして、これを上程される場合にですね、もう少しそこらを研究していただ

いて提案されるべき問題だと思います。 

それと、先ほど同僚議員も質問しました立小野小学校の跡地についてはですね早

急に結論を出していただきたい。そうしないと、先ほども申しましたように、いつ

までも町の負担が出てくる可能性がありますので、十分考えていただきたいなとい

うふうに要望を申し上げておきますし、また、体育館については、水が出なかった

りしたということも、今、総務課長のほうでございました。そういったことについ

ても、やはり事前に検討して、私、配管とかそういったのをちょっと見せていただ

ければ、私も若干はわかるじゃないかなと思うぐらいのことがありますので、もう

少し、そういったところを詳細に検討していただいて、そういった非常事態、今後

大きな災害も出てくるでありましょうし、また、今、いろいろと発電施設も割と安

価な価格でいろんな状態ができるようになっています。そういったものを活用する

など、いろいろと方策を取っていただきたいというふうに要望申し上げておきます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております承認第６号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。承認第６号「専決処分の承認を求めることについて（令和４年度

大崎町一般会計補正予算（第４号））」は承認することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、承認第６号「専決処分の承認を求めることについて（令和４年度大崎町

一般会計補正予算（第４号））」は承認することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第３５号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第５号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第４、議案第３５号「令和４年度大崎町一般会計補正予算

（第５号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億４,４３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０８億６,８１９万円

にするものでございます。 

補正の内容は、令和４年９月２０日の閣議決定を受けて実施する電力・ガス・食

料品等価格高騰緊急支援給付に要する経費でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

今回の補正予算は、価格高騰等対策として住民税非課税世帯や非課税世帯と同様

の事情が認められる世帯に対して、１世帯当たり５万円を給付する電力・ガス・食

料品等価格高騰緊急支援事業に関連する経費でございます。 

まず、歳出から御説明いたしますので、７ページをお願いいたします。 

款３民生費、目１０新型コロナウイルス感染症対策事業費、節３職員手当等１３

万３,０００円は、職員の時間外勤務手当でございます。節１０需用費２６万８,０

００円は、事務に係る消耗品費と確認書等の印刷製本費でございます。節１１役務

費８４万５,０００円は、確認書等を郵送する際の通信運搬費と給付金の振込手数

料でございます。節１８負担金，補助及び交付金は、非課税世帯等に対し１世帯当

たり５万円を給付する価格高騰緊急支援給付金１億４,３００万円とシステム改修

負担金５万５,０００円でございます。価格高騰緊急支援給付金の対象世帯は２,８

６０世帯を見込んでおり、１１月上旬には非課税世帯に確認書を送付するなど、迅

速に給付開始できるよう準備を進める予定でございます。 

以上で、歳出の説明を終わりまして、次に、歳入について御説明いたしますので、

６ページをお願いいたします。 

款１５国庫支出金、目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費補助金１億４,４３

０万円は、価格高騰緊急支援事業に係る事務費補助金と事業費補助金でございます。 
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以上で説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

○８番（中山美幸君） 歳入についてお伺いいたします。１億４,４００万円について、

２,８６０世帯ということと、これに５万円とその必要経費を算定して申請したの

か、もしくは国・県のほうでこの補助金について算定されて、こちらのほうにこの

金額が確定したのかどうか。その歳入の計算方法、額の確定について、そしてまた、

今後、ほかに申請があった場合についての追加、その部分についての歳入について、

どのような考えを持っているかお示しをください。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長のほうで答弁させ

ていただきます。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） お答えいたします。 

まず、歳入の補助金についての申請についてでございますが、申請自体はまだ行

っておりません。この額をもとに、今後、申請する予定でございます。 

それから、追加とかの変更が生じたことについては、実績報告が事業が終了した

後、出てきますので、そのときをもって変更の申請をする予定であります。 

以上です。 

○８番（中山美幸君） そういうことになりますと、これは実績払いということでよろ

しいんですか。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） この分については実績払いということであります。 

○８番（中山美幸君） それまでの間、これはどういうふうな予算をやるんですか。実

績払いであれば、それまでやると思いますが、実際動くと思いますが、それまでの

予算の措置はどういった方法で措置をするのか、短期借入れをするつもりなのか、

ほかの財源から持ってくるつもりなのか、いかがですか。 

○総務課長（上橋孝幸君） 財源の件についての御質問でございます。おっしゃるとお

り、国庫の補助金は実績払いということで、後もって歳入のほうで受け入れるとい

うことになっております。大概の補助事業についてはそういう仕組みかなというふ

うに理解をしております。そういった場合、どうしても、歳出のほうは執行してい

かなければなりませんので、そういった支払いの金額、財源をどうするかというこ

とになるわけですが、そういった場合は会計課のほうとも十分協議いたしまして、

一般財源で確保できない場合は借入れをしたりとか、そういう方法もあるのかなと

思ってはおります。 

ですので、一旦は町のほうで財源を立て替えて、後で補助金を受け入れるという

スタイルになるかと思います。 

以上です。 
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○議長（神﨑文男君） ほかに。 

○３番（稲留光晴君） 先ほどいただきました説明書の中でですね対象世帯という②で

す。家計が急変し非課税世帯と同様と認められる世帯、今年の１月から１２月の収

入減少が対象と、あと、家計急変世帯を２９０世帯ということで予想されています

が、これは所得の減少判定基準というものをつくられて、多分、これから非課税世

帯及び急変世帯に資料等をですね配布して申請をしてもらうというふうになるんじ

ゃないでしょうかね。所得減少判定基準をちょっとお示しください。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきましては、担当課長のほうで説明いた

します。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） お答えいたします。 

まず、２９０世帯と申しますのは、令和３年度と４年度の実績から見て、およそ

世帯数を募っているところです。 

それから、急変世帯の所得基準といいますのは、令和４年１月から１２月の間の

ある任意の月、一月分の収入から、それを１２倍することで１年分の収入が出ます。

同じように、同じ月の経費もかかるでしょうから、その分の経費も１２倍して、ト

ータル１年分の収入から経費を引いた残りの所得が出ます。その所得というのが家

族の人数、家族構成にもよりますけれども、その人数に応じた均等割を掛けるか掛

けないかの判断基準、これは地方税法上の決まりがありますので、それでもって均

等割がかからない非課税世帯という相当のところと判断したときに、給付金を交付

することになります。 

○３番（稲留光晴君） 均等割の非課税ということをおっしゃいましたが、今年の１月

から１２月の収入減少と１か月の一番収入が下がっている月を１２倍する。それは

令和３年度の収入の１か月と比較するのかどうか。そういうふうに考えていいんで

すか。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） 令和３年度の収入との比較はございません。令和４年

の１月から１２月の一月の収入をもとに、年間の収入を計算した結果、均等割がか

かるかどうかの判断ですので、令和３年度の収入は関係ないところです。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

○６番（中倉広文君） １点だけ御質問をいたします。 

家計急変世帯の周知の方法ですが、集落発送等ということになっておりますけれ

ども、自治公民館の未加入世帯への周知、この方法についてはどのようにされるか、

それを説明してください。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） 自治公民館未加入世帯への周知方法ということですけ

れども、例えば町のホームページ、広報とかあります。あと、ＬＩＮＥによる発信
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とか、あとは生活困窮で相談に来られたときは社会福祉協議会にもこういう制度が

ありますというのを伝えております。それから、民生委員の皆様を通じてのお知ら

せについても取り組んでまいりたいと思います。 

○６番（中倉広文君） 公民館の未加入世帯でいろんな方策がありましたけれども、な

かなかそこから情報を得るというのは厳しいものもあろうかなと私は思います。民

生委員さんを通じてといったこともありましたけど、役所のほうで恐らく確認はで

きると思うんですね、そういった対象者というのはですよ。どういった方が住んで

いらっしゃって、未加入者であるというのは恐らく確認はできると思うので、いろ

んな情報を駆使して、絶対脱漏のないように、そこは一番重要なところなので、不

公平感があってはなりませんので、脱漏のないような周知の仕方というのを徹底し

ていただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御指摘につきましては、細心の注意を払って脱漏が

ないように執り行っていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３５号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３５号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第５号）」

については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第５号）」につい
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ては原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上をもって、本日の日程の全部を終了し、本臨時会の全日程

を終了いたしましたので、令和４年第２回大崎町議会臨時会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時３７分 
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